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⼋光グループ ひかり奨学会 

ひかり奨学⾦ 
奨学⽣（⾼校時予約・給付型） 

募集要項 
2026 年度（2026 年 4 ⽉⼤学進学） 
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1. 応募資格 
 

① 4 年制⼤学への進学を希望する、2025 年 4 ⽉時点の⾼校 3 年⽣ 
② 真に経済的援助を必要としており、学業・⼈物ともに優秀である者 

 ・世帯年収・・・世帯収⼊が給与の場合の所得 
   世帯⼈数が 2 ⼈の場合は、550 万円以下    
   世帯⼈数が 3 ⼈の場合は、650 万円以下    
   世帯⼈数が 4 ⼈の場合は、800 万円以下    
   世帯⼈数が 5 ⼈の場合は、950 万円以下    
   世帯⼈数が 6 ⼈の場合は、1,050 万円以下    
       世帯収⼊が給与以外の場合は年収 300 万円以下  
  ・世帯年収、家族状況を総合的に判断する 

③ ⾼校 2 年次までの成績評定平均値 3.5 以上 
⼩数点第 2 位は切り捨てしてください。 

※他の奨学⾦との併願応募は可能です。 
※家庭環境を考慮して総合的に判断しますので、上記にあてはまらない場合もご相談く

ださい。 
 

2. 奨学⽣の採⽤⼈数 
 
5 名 
 

3. 奨学⾦の給付⾦額期間 
 

給付⾦ ⽉額３万円（年間 36 万円）を給付します。 
※５⽉、８⽉、１１⽉、２⽉に３ヶ⽉分を先払いする。 
※⼤学１年次の４⽉、５⽉分については５⽉給付時に後払いする 

給付期間 ⼤学⼊学から卒業までの最⼤４年間 
※⼤学院進学の場合は⼿続きを⾏い２年間追加 

※当奨学⾦の返済義務はありません。 
※他の奨学⾦との併給可能。 

 

2026 年度奨学⽣募集要項 
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4. 応募⽅法 
 

下記の必要書類を、⾓ 2 封筒に⼊れ、簡易書留郵便にて個⼈毎に直接ご提出ください。 
※学校でまとめての送付は受け付けません。 

所定書式は、ダウンロードして⼿書きで記⼊、またはフォーマットに⼊⼒しプリントアウトしてください。 

① 願書兼履歴書 所定書式に必要事項を記⼊ 
② 成績証明書 ⾼校 2 年次までの成績証明書 
③ 所得証明書 ⽣計をともにする者の収⼊を証明するもの（コピー可） 

※前年度（2024 年 1 ⽉ 1 ⽇〜2024 年 12 ⽉ 31 ⽇）の総年収証明 
※専業主婦で収⼊がない場合でも「⾮課税証明書」が必要 
※源泉徴収票不可 

④ 住⺠票 本⼈及び願書掲載の家族全員（コピー可） 
⑤ 論⽂ 書式は⾃由（800 字以上） 
⑥ 個⼈情報同意書 所定書式に記⼊ 
⑦ 応募者情報及び

⾝元保証書 
所定書式に記⼊ 

※上記提出内容に変更が⽣じた場合は速やかにご連絡、もしくは再提出をお願いいたします。 

5. ⼩論⽂課題 
 
テーマ：⼤学で学びたいこと 

・⼤学でどんなことを学びたいか、その学んだことをどのように活⽤して 
将来社会で貢献したいと考えますか。 

・800 字以上で記⼊してください。 
 

6. 応募期間 
 
2025 年 8 ⽉ 1 ⽇（⾦）〜2025 年 9 ⽉ 30 ⽇（⽕） ひかり奨学⾦事務局必着 
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7. 選考と結果までの流れ 
 

2025 年 
8 ⽉ 1 ⽇ 

募集開始 

9 ⽉ 30 ⽇ 応募締切 
当奨学⾦事務局宛てに必着 
送り先：〒389-0806 
    ⻑野県千曲市磯部 1486 番地 
    ひかり奨学会 事務局 宛 

10 ⽉上旬 書類選考 
 提出書類の選考を⾏います。 
 ※書類選考の結果については 10 ⽉下旬にメールにて連絡いたします。 

10 ⽉下旬〜 
11 ⽉上旬 

⾯接選考（対⾯または WEB） 
書類選考通過者には、⾯接選考を実施いたします。 

 ※⽇程は書類選考合格者に連絡します。 
11 ⽉下旬 内定通知 
2026 年 
4 ⽉以降 

必要書類の提出 

5 ⽉ 25 ⽇給付開始 給付開始 
 給付期間は⼤学卒業までの最⼤ 4 年間 

（３ヶ⽉に 1 度前払い） 
 

8. 奨学⾦の給付 
応募の際は、「ひかり奨学会 奨学⾦規約」を事前にご確認ください。 
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9. 奨学⾦給付の継続 
次年度給付を継続する奨学⽣は下記の書類を奨学⾦事務局に提出し、当奨学会の審議

を経て、次年度の奨学⾦給付の継続の可否を決定する。 
また、奨学⽣は１年間の学業成績を概ね GPA3.0 以上であることとする。 

   GPA3.0 に満たない場合は下記書類に追加し事由書を提出することとする。 
１）次年度奨学⾦継続給付願 

 2）在学証明書 
  3）当年度の学業成績表 
  4）年間活動報告書（800 字程度） 
 
その他継続条件については「奨学⽣規約 第８条」をご確認ください。 
「奨学⽣規約」に著しく違背した場合、奨学⾦の給付を休⽌または奨学⽣⾝分の取り消しを
する場合があります。 

 

10. 奨学⽣の年間スケジュール 
    

４⽉末⽇までに ・継続書類提出 
８⽉下旬〜 
９⽉上旬 

・奨学⽣活動報告会 
奨学会が指定する場にて活動報告をおこなう。 

 
実施にあたっては事務局より連絡いたします。 
 

11. 問合せ先 
ひかり奨学会 事務局（柿﨑應岳、坂井寛⼀、⼩林将⼤、⻄澤結⾐） 
TEL：026-275-0121（内線 225） 
Email：hikari_shogakkai@hakko.co.jp 


